
平
成
二
十
三
年
二
月
十
七
日
提
出

質

問

第

七

三

号

第
三
号
被
保
険
者
の
不
整
合
記
録
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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第
三
号
被
保
険
者
の
不
整
合
記
録
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
行
の
年
金
制
度
で
は
、
第
二
号
被
保
険
者
が
失
業
な
ど
で
第
一
号
被
保
険
者
に
な
る
場
合
な
ど
に
は
、
そ
の
配
偶
者
（
第

三
号
被
保
険
者
）
は
、
第
一
号
被
保
険
者
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
切
り
替
え
を
せ

ず
、
第
三
号
被
保
険
者
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
の
「
第
三
号
被
保
険
者
の
不
整
合
記
録
問
題
」
に
対
し
て

厚
生
労
働
省
は
、
平
成
二
三
年
一
月
一
日
か
ら
一
律
に
第
一
号
被
保
険
者
の
未
納
部
分
を
二
年
間
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
れ
ば
、

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
未
納
の
ま
ま
第
三
号
被
保
険
者
で
あ
っ
た
と
す
る
「
運
用
三
号
」
と
称
す
る
措
置
を
実
施
し
て
い
る
。

同
措
置
は
「
公
平
性
」
を
欠
き
、
年
金
制
度
に
対
す
る
不
信
感
を
助
長
し
か
ね
な
い
。

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
一
律
に
救
済
す
る
「
運
用
三
号
」
は
、
届
け
出
主
義
を
基
調
と
す
る
現
行
法
に
抵
触
す
る
と
思
わ

れ
る
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
現
行
法
に
抵
触
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
運
用
三
号
」
の
法
的
根

拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
運
用
三
号
」
を
実
施
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
改
正
を
経
て
実
施
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
「
運
用
三
号
」
を
実

施
す
る
に
あ
た
っ
て
法
改
正
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
が
「
通
知
」
で
済
ま
せ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
法
改
正
の

一



必
要
性
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

厚
生
労
働
省
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
第
一
号
被
保
険
者
に
移
行
の
届
け
出
を
行
わ
ず
未
納
の
ま
ま
の
対
象
者
を
救
済
す
る
根

拠
と
し
て
、
制
度
が
創
設
さ
れ
た
昭
和
六
一
年
か
ら
平
成
一
〇
年
三
月
ま
で
は
「
行
政
の
取
り
組
み
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な

か
っ
た
期
間
」
、
平
成
一
〇
年
四
月
か
ら
平
成
一
七
年
ま
で
は
「
行
政
の
対
応
が
不
十
分
な
期
間
」
と
し
て
い
る
。

（
�
）

こ
の
「
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
」
あ
る
い
は
「
不
十
分
」
で
あ
る
こ
と
が
、
救
済
の
理
由
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
は
「
行
政
の
瑕
疵
」
あ
る
い
は
「
行
政
の
不
作
為
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
が
、
「
行
政
の
瑕
疵
」

あ
る
い
は
「
行
政
の
不
作
為
」
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
期
間
は
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
な
の
か
。

（
�
）

「
行
政
の
瑕
疵
」
あ
る
い
は
「
行
政
の
不
作
為
」
を
認
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

（
�
）

「
行
政
の
瑕
疵
」
あ
る
い
は
「
行
政
の
不
作
為
」
を
認
め
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
認
め
ず
に
特
定
の
対
象
者
を
一
律

救
済
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
運
用
三
号
」
で
救
済
さ
れ
る
人
（
例
妻
）
の
配
偶
者
（
例
夫
）
が
、
未
納
を
続
け
て
い
た
場
合
で
も
「
運
用
三
号
」
に

よ
る
救
済
は
あ
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
失
業
な
ど
で
第
一
号
被
保
険
者
に
な
っ
た
人
（
例
夫
）
の
未
納
を
救
済
す
る
こ
と
は

二



せ
ず
に
、
第
三
号
被
保
険
者
か
ら
第
一
号
被
保
険
者
に
移
行
す
る
人
だ
け
を
救
済
す
る
こ
と
は
不
公
平
に
な
ら
な
い
か
。

五

「
運
用
三
号
」
は
平
成
二
三
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
自
ら
申
し
出
た
人
は
適
用
さ
れ
ず
、
未
納

の
ま
ま
と
な
る
。
こ
れ
は
不
公
平
に
な
る
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

今
後
、
同
様
の
ケ
ー
ス
で
あ
え
て
第
一
号
の
保
険
料
を
納
め
な
い
と
い
う
人
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
そ
う
な

れ
ば
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

年
金
記
録
回
復
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
個
々
人
の
ケ
ー
ス
で
救
済
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
今
回
は
対
象
者
す
べ
て

で
あ
る
。
対
象
者
を
一
律
的
に
適
用
す
る
と
い
う
の
は
政
府
の
年
金
記
録
に
関
す
る
方
針
転
換
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

類
似
の
事
案
あ
る
い
は
他
に
同
じ
よ
う
な
例
が
あ
れ
ば
、
同
様
な
措
置
を
と
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


